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１ 郡上市の将来像 
 

 

 

 

 

『心満ちる』 
郡上には、都会のにぎやかさから離れ、自然が身近にあり、温かい人々のつながりが

感じられる暮らしがあります。日々の生活を保ちながら、住む人の心にゆとりをもたら

し、訪れた人もそれを感じられるような、居心地のよいまちでありたいと願います。 

 

『心おどる』 
郡上には、四季折々の美しい風景、受け継がれる伝統と文化、自然にふれる体験など

たくさんの魅力があります。この魅力を磨きながらも、新しい世代の感性やアイデアを

取り入れることによって、人が人を呼び、住む人も訪れる人も、だれもが主役となって

心がおどりだすような、わくわくし魅力あふれるまちでありたいと願います。 

 

『心地よいまち』 
  人口が急激に減っていく中でも、郡上が持続可能に発展していくためには、必要に応

じてまちがもつ様々な機能をコンパクト化しながらも充実し、住む人が「ちょうどよ

い」状態にする必要があります。また、市民一人ひとりのライフスタイルや価値観が尊

重される、時代に見合った「心地よい」空気感があるまちとなり、住む人からも訪れる

人からも「心地よいまち」として選ばれる郡上でありたいと願います。 

 

 

 

 

２ わたしたちの基本姿勢 ～大切にする３つの心構え～ 

◆ 郡上の『これまで』を大切にします 
これまで、先人が培ってきた自然・くらし・伝統文化・産業などの『宝』に誇りを持ち、この

まちに住む人々がそれぞれに感じる『郡上』への思いをこれからも大切にし続けます。 

 

◆ 郡上の『いま』を守ります 

いま、このまちに住む人々が、誰一人取り残されず安心で安全な毎日を過ごせるように、お

互いに支え合い、助け合いながら一人ひとりの『いのち』と『くらし』を守ります。 

 

◆ 郡上の『これから』をみんなで考えます 

これから、このまちを未来の子どもたちに引き継いでいくために、新しいまちのあり方をみ

んなで考え、あらゆる世代の『チャレンジ』を応援します。 
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３ 目標人口 

●将来人口の推計 

  令和 2年国勢調査人口をもとにした人口推計によると、郡上市の令和 17 年（2035 年）

の総人口は 29,447 人とされており、令和 2年の 38,997 人と比べ、9,550 人（24.5％）減

少しています。また、人口構造は 15 歳～64 歳の生産年齢人口が 13,629 人、65 歳以上の

老年人口が 13,327 人とほぼ同数となり、その後逆転することが見込まれています。 

 

 

総人口と年齢３区分別人口の推移 

 

出典：総務省「国勢調査」及び国立社会保障人口問題研究所推計人口 

 

 

人口が減少しても、地域の営みを維持していくためには、生産年齢人口の急激な

減少を緩和させ、老年人口との逆転現象を食い止めていく必要があります。そこで

令和 17 年においては、生産年齢人口を推計値より減少させないことを前提に、以

下のとおり目標人口を定めます。 

 

 

≪ 令和１７年 目標人口 ≫ 

 

  

 2020 年 

（R2） 
2025 年 

（R7） 
2030 年 

（R12） 
2035 年 

（R17） 
2040 年 

（R22） 
2045 年 

（R27） 
2050 年 

（R32） 

総人口 38,997 35,283 32,273 29,447 26,786 24,230 21,763 

年少人口 4,575 3,810 3,038 2,491 2,218 2,018 1,840 

（0～14歳） 11.7% 10.8% 9.4% 8.5% 8.3% 8.3% 8.5% 

生産年齢人口 19,801 17,211 15,346 13,629 11,759 10,106 8,678 

（15～64 歳） 50.8% 48.8% 47.6% 46.3% 43.9% 41.7% 39.9% 

老年人口 14,621 14,262 13,889 13,327 12,809 12,106 11,245 

（65 歳以上） 37.5% 40.4% 43.0% 45.3% 47.8% 50.0% 51.7% 
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４ まちづくりの基本目標 ～目指すべき５つの柱～ 
 

（１）まちづくりの視点  

人口減少を受け止めながらも、これから先も住み続けられるまちを目指していくために、次の

ような視点を持ってまちづくりに取り組んでいきます。 

 

●市民それぞれのライフステージと時代のニーズに応じた施策に取り組みます。また、

社会基盤もコミュニティも、人口減少に応じたサイズへのシフトを図ります。 
 

●豊かな自然環境、伝統文化、特色ある産業、ふるさと教育などの『郡上らしさ』を守

ります。また、若い人たちの新しい知識やアイデアを受け入れ、実践し、認め、新し

い郡上の魅力を引き出し、磨き上げた魅力を市民や郡上に関わるすべての人に発信し

続けます。 
 

●住む人が、郡上に関わる様々なことを「他人ごと」ではなく「自分ごと」ととらえ、

自分たちのくらしをより良くするために行動できるようなまちづくりを進めます。そ

のために行政は、よく聞き、よく話し、よく行動し、住む人にとってわかりやすい施

策を実行していきます。 

 

（２）まちづくりの基本目標  

まちづくりの視点を大切にしながら、５つの「まちづくりの基本目標」を定めます。 

① 子育て・健康・福祉 

 『みんなで支え合い、だれもがいきいきと過ごせるまち』 
子どもたちがすくすく育ち、子育てする人たちが安心して毎日を過ごせる環境を整えます。

また、お年寄りや体の不自由な人たちも、地域の中で互いに助け合いながら、だれもが生き生

きと心配なく暮らせるまちをつくります。 

 

② 教育・文化・人づくり 

 『伝統と文化を守り、ふるさとを愛する人を育むまち』 
    郡上の豊かな自然や昔から伝わる文化を大切にする学びを進め、地域の文化を次の世代へ伝

え、新しい文化を生み出すことを通して、人と人とのつながりを深めるまちをつくります。ま

た、子どもたちが個性を伸ばし、自ら学び、考え、行動できる力を育む教育環境を整えます。 

 

③ 産業・雇用 

 『魅力ある産業を育て、にぎわいが生まれるまち』 
郡上ならではの資源を最大限に活用した農林水産業や商工・観光業をはじめとする産業の振

興を図ります。また、新しい技術や産業を積極的に導入・育成し、とりわけ若い世代の人たち

が安心して働ける様々な雇用の場を生み出し、持続可能な地域経済の土台が整うまちをつくり

ます。 
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④ 環境・防災・社会基盤 

 『美しい水と緑を守り、快適で安全に暮らせるまち』 
清流長良川をはじめとする豊かな自然環境を大切に守り、次世代へ継承します。また、地震

や水害などの大きな災害に強く、道路や水道など快適な日常生活を支える暮らしの基盤を整備

し、だれもが安心して暮らせるまちをつくります。 

 

⑤ まちづくり・地域振興 

『人と人とがつながり、みんなで未来をつくるまち』 
だれもがそれぞれの立場や価値観、ライフスタイルなどをお互いに認め合い、支え合えるま

ちづくりを進めます。また、地域ごとの良さを活かした「郡上の魅力」を引き続き広く発信し

ていくことで、移住・定住を促進し次世代の人材を育成するまちをつくります。 

 

 

 

 

５ 行政運営の方針 

『いつまでも住み続けられるまちを目指して』 
 

① 市民協働による自治力の向上 
市民と行政が対等なパートナーとしてお互いの意見や情報をよく共有し、市民の自主性や自

立性を尊重しながら、住み慣れた地域を守っていくための活動支援や人材育成を進め、みんな

で地域の課題解決に取り組み、「公助」のパートナーとして活動を行う「自立した地域運営組

織」の体制づくりを目指します。 

 

 

② 社会情勢の変化に対応した行政運営 
だれもがもっと便利に、安心して行政サービスを利用できるよう、デジタル化をさらに進め

ながら、行政手続きの簡素化や迅速で丁寧な窓口対応に努めるとともに、効率性と安全性を重

視した市役所業務を目指します。 

 

 

③ 健全な財政運営と財政基盤の強化 
行政サービスの質を維持するために、職員数の確保と時代に即した職員の育成、多様な働き

方の推進に取り組みます。また、公共施設の計画的かつ効率的な老朽化対策と適正な管理に努

めるとともに、廃止施設の有効活用や、現存する施設の新たな管理運営方法を検討し実行しま

す。加えて、社会情勢の変化や市民のニーズに応じて、効果的な政策への予算配分と多様な歳

入の確保に努め、将来まで持続可能な財政運営を進めます。 
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住民主体の地域運営 

  住民ニーズの多様化や地域の担い手の減少が進む中、地域コミュニティを守っていくためには、住

民が地域の課題を「自分ごと」としてとらえ、「住民主体」で地域の暮らしを支える活動に取り組むこ

とが望まれます。そのためには、世代を超えた住民同士の連携・協力や、専門知識を持つ各種団体の

参画など、様々な人が関わりながら持続可能な地域づくりを行う組織が必要です。 

これを『地域運営組織』と呼びます。 

『地域運営組織』を郡上市にあてはめた場合、郡上市住民自治基本条例により『地域協議会』を設置し

ており、地域の課題や将来についての話し合いと活動を行っている地域が多くあります。 

今後は、地域協議会による地域運営を基本としつつ、市と役割分担をしながら「公助」のパートナーと

して活動を行う「自立した地域運営組織」の体制づくりを目指します。また、地域協議会以外にも地域運

営組織の設立を希望する地域があった場合には、その実情に合った組織づくりを考えていきます。 

≪地域運営の考え方≫ 

少子高齢化や人口減少が進む社会の中で、行政サービスはもちろん医療、福祉、買い物など生活に

必要なサービスを維持し、提供していくためには、 

●生活エリアの中の拠点に様々な機能を集約して効率化を図る。 

●小さな集落や単独の自治会では難しい活動などを、エリア内で連携して取り組む。 

●エリア内で不足するサービスなどは、エリア同士のネットワークによって補う。 

といったことが必要となってきます。 

そのため、それぞれの生活エリアにおける地域運営組織を中心とした地域の暮らしを支える活動の

推進と、エリア間を効率的につなぐネットワークの形成を、行政と地域が協働で進めていきます。 
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５ 基本構想の体系  

第３次郡上市総合計画では、「将来像」と「目標人口」の実現のために、３つの「基本姿

勢」と５つの「まちづくりの基本目標」、そして「行政運営の方針」を、次のような体系に

位置付けます。 

  

郡上の『これまで』を 

大切にします 

郡上の『いま』を 

守ります 

郡上の『これから』を 

みんなで考えます 

わたしたちの 

基本姿勢 

心満ちる 心おどる 

   心地よいまち 郡上 

郡上市の将来像 

３０，０００人 

目標人口 
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まちづくりの基本目標 

〔子育て・健康・福祉〕 

みんなで支え合い、 

だれもがいきいきと過ごせるまち 

〔教育・文化・人づくり〕 

伝統と文化を守り、 

ふるさとを愛する人を育むまち 

〔産業・雇用〕 

魅力ある産業を育て、 

にぎわいが生まれるまち 

〔環境・防災・社会基盤〕 

美しい水と緑を守り、 

快適で安全に暮らせるまち 

〔まちづくり・地域振興〕 

人と人とがつながり、 

みんなで未来をつくるまち 

こども 

子育て 
健康・医療 

高齢者福祉 
地域福祉 

障がい福祉 

行政運営の方針 

ふるさと教育 学校教育 

文 化 

スポーツ 
生涯学習 

農業・畜産業 

水産業 
林 業 

商工業 観 光 

環 境 
防 災 

生活安全 

社会基盤 

自治・協働 共生社会 

交流・連携 

〔市民協働〕 〔行政運営〕 〔財政運営〕 

いつまでも住み続けられるまちを目指して 
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基本計画の施策体系 

 

●まちづくりの基本目標と分野別方針・施策 〔まち・ひと・しごと創生総合戦略〕 

 

1.子育て・健康・福祉 

 

みんなで支え合い、 

だれもがいきいきと 

過ごせるまち 

方針 施策 

〔こども・子育て〕 

妊娠から出産、子育てへの切

れ目ない支援を充実します 

1 妊娠・出産・子育て期にかかる母子への

健康支援 

2 子育て支援の充実 

3 子育てと仕事の両立への支援 

〔健康・医療〕 

心身ともに健やかな暮らしの

実現を目指します 

1 病気の予防・早期発見の推進 

2 こころと身体の健康づくりの推進 

3 地域医療の確保・充実 

〔高齢者福祉〕 

高齢になっても自分らしく暮

らし続けられるまちを目指し

ます 

1 地域包括ケアシステムの推進 

2 高齢者の自立と活躍の推進 

3 認知症対策の総合的な推進 

4 暮らしを支える仕組みの充実 

〔地域福祉・障がい福祉〕 

住み慣れた地域で安心して暮

らせるまちを目指します 

1 重層的な支援体制の推進 

2 障がい者（児）福祉の充実 

3 生活困窮者の自立支援 

2.教育・文化・人づくり 

 

伝統と文化を守り、 

ふるさとを愛する人を 

育むまち 

方針 施策 

〔ふるさと教育〕 

たくましく共に生きる「郡上

人」を育てます 

1「シン・郡上学」の推進 

〔学校教育〕 

子どもたちの確かな学力と豊

かな心を育てます 

1 学校教育の充実 

2 安心して学べる教育環境づくり 

3 学校と家庭・地域の連携 

〔文化・スポーツ〕 

だれもが文化・スポーツに触

れる機会を広げます 

1 多様な文化活動の推進 

2 スポーツ活動の充実 

〔生涯学習〕 

学びの場を充実し、人と人と

がつながる機会を広げます 

1 生涯学習の推進 

3.産業・雇用 

 

魅力ある産業を育て、 

にぎわいが生まれるまち 

方針 施策 

〔農業・畜産業・水産業〕 

豊かな自然を活かし、農業・畜

産業・水産業を育てます 

1 持続可能な農業経営の確立 

2 農地の保全・有効活用 

〔林業〕 

豊かな森林資源を活かし、林

業・木材産業の活性化を目指

します 

1 林業・木材産業の成長産業化の推進 

2 森林の新たな価値の創出と担い手の確保 

〔商工業〕 

持続可能な地域産業と雇用の

場づくりを目指します 

1 持続可能な地域産業に向けた支援 

2 選ばれる企業づくりと雇用の場の創出 

〔観光〕 

一体的な体制による観光地域

のブランド化を目指します 

1 資源を活かした観光地域づくりの推進 

2 観光客の受入環境の整備 
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●行政運営の方針 〔行政改革大綱〕 

 

 

■第３次郡上市総合計画は、基本計画に定めた「まちづくりの基本目標と分野別方針・施策」

を『郡上市まち・ひと・しごと創生総合戦略』として、「行政運営の方針」を『郡上市行政改

革大綱』として位置付けています。 

  

4.環境・防災・社会基盤 

 

美しい水と緑を守り、 

快適で安全に暮らせるまち 

方針 施策 

〔環境〕 

豊かな自然を守り、環境にや

さしいまちをつくります 

1 豊かな自然環境の保全 

2 脱炭素社会の実現 

3 廃棄物の削減及びリサイクルの推進 

〔防災・生活安全〕 

市民生活の安全・安心を守り

ます 

1 防災体制の整備 

2 市民の安全対策の推進 

3 災害に強い住環境の整備 

〔社会基盤〕 

効果的な整備と適切な維持

管理により社会基盤の充実

を図ります 

1 社会インフラの適正な維持管理による長

寿命化 

2 公共交通の維持・利便性の向上 

5.まちづくり・地域振興 

 

人と人とがつながり、 

みんなで未来をつくるまち 

方針 施策 

〔自治・協働〕 

住民主体のまちづくりを推

進します 

1 住民自治の推進 

2 幅広い世代が活躍できるまちづくりの推

進 

〔共生社会〕 

だれもが尊重される地域社

会を形成します 

1 人権意識の啓発 

2 男女共同参画の推進 

3 多文化共生の推進 

〔交流・連携〕 

交流・連携によるまちづくり

を推進します 

1 関係人口創出・自治体交流の推進 

2 移住・定住の推進 

3 教育機関等と連携したまちづくりの推進 

いつまでも住み続けられる 

まちを目指して 

方針 施策 

市民協働による自治力の向上 
双方向コミュニケーションの促進と地域

運営の仕組みづくり 

社会情勢の変化に対応した 

行政運営 

デジタルツールを活用した利便性の向上

と業務効率化 

健全な財政運営と財政基盤の

強化 

ヒト・モノ・カネの最適化による持続可能

な行財政運営 
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基本計画とＳＤＧs の関係 

ＳＤＧs（Sustainable Development Goals）とは、「持続可能な開発目標」として、

平成２７（2015）年９月の国連サミットで採択された平成２８（2016）年から令和１２

（2030）年までの国際社会共通の目標です。持続可能な世界を実現するための１７のゴ

ール（目標）と１６９のターゲットから構成され、開発途上国のみならず、先進国を含

めたすべての国において「誰一人取り残さない」社会の実現を目指す、広範で統合的な

取り組みです。 

第３次郡上市総合計画では、国際社会への貢献を意思表示するため、１７の目標を基

本計画の分野別方針ごとに示しています。 

＜基本計画に掲げた目標・方針とＳＤＧsの 17 のゴールとの関係＞ 

目標 方針 

      

1.子育て・健康・福祉 
 
みんなで支え合い、 
だれもがいきいきと 
過ごせるまち 

①妊娠から出産、子育てへの切れ目
ない支援を充実します   ●  ●  

②心身ともに健やかな暮らしの実現
を目指します   ●    

③高齢になっても自分らしく暮らし
続けられるまちを目指します   ●    

④住み慣れた地域で安心して暮らせ
るまちを目指します ●  ●    

2.教育・文化・人づくり 
 
伝統と文化を守り、 
ふるさとを愛する人を 
育むまち 

①たくましく共に生きる「郡上人」
を育てます    ●   

②子どもたちの確かな学力と豊かな
心を育てます    ●   

③だれもが文化・スポーツに触れる
機会を広げます   ● ●   

④学びの場を充実し、人と人とがつ
ながる機会を広げます    ●   

3.産業・雇用 
 
魅力ある産業を育て、 
にぎわいが生まれるまち 

①豊かな自然を活かし、農業・畜産
業・水産業を育てます  ●     

②豊かな森林資源を活かし、林業・
木材産業の活性化を目指します       

③持続可能な地域産業と雇用の場づ
くりを目指します     ●  

④一体的な体制による観光地域のブ
ランド化を目指します       

4.環境・防災・社会基盤 
 
美しい水と緑を守り、 
快適で安全に暮らせるまち 

①豊かな自然を守り、環境にやさし
いまちをつくります      ● 

②市民生活の安全・安心を守ります ●      

③効果的な整備と適切な維持管理に
より社会基盤の充実を図ります      ● 

5.まちづくり・地域振興 
 
人と人とがつながり、 
みんなで未来をつくるまち 

①住民主体のまちづくりを推進しま
す       

②だれもが尊重される地域社会を形
成します    ● ●  

③交流・連携によるまちづくりを推
進します       

【行政運営】 
 
いつまでも住み続けられる
まちを目指して 

①市民協働による自治力の向上       

②社会情勢の変化に対応した行政運
営       

③健全な財政運営と財政基盤の強化       
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第３次郡上市総合計画 前期基本計画 

 

１．子育て・健康・福祉 

みんなで支え合い、だれもがいきいきと過ごせるまち 
 

こどもたちがすくすく育ち、子育てする人たちが安心して毎日を過ごせる環境を

整えます。また、お年寄りや体の不自由な人たちも、地域の中で互いに助け合いな

がら、だれもがいきいきと心配なく暮らせるまちをつくります。 

 

方針 1 
こども 

子育て 
妊娠から出産、子育てへの切れ目ない支援を充実します 

 施策 1 妊娠・出産・子育て期にかかる母子への健康支援 

 施策 2 子育て支援の充実 

 施策 3 子育てと仕事の両立への支援 

   

方針 2 
健康 

医療 
心身ともに健やかな暮らしの実現を目指します 

 施策 1 病気の予防・早期発見の推進 

 施策 2 こころと身体の健康づくりの推進 

 施策 3 地域医療の確保・充実 
   

方針 3 高齢者福祉 
高齢になっても自分らしく暮らし続けられるまちを目指

します 

 施策 1 地域包括ケアシステムの推進 

 施策 2 高齢者の活躍と自立の推進 

 施策 3 認知症対策の総合的な推進 

 施策 4 暮らしを支える仕組みの充実 

   

方針 4 
地域福祉 

障がい福祉 
住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを目指します 

 施策 1 重層的な支援体制の推進 

 施策 2 障がい者（児）福祉の充実 

 施策 3 生活困窮者の自立支援 
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方針 こども・子育て 妊娠から出産、子育てへの切れ目ない支援を充実します 

 

施策 1 妊娠・出産・子育て期にかかる母子への健康支援 

妊娠期から乳幼児期は、こどもにとって生涯を通じた心身の健康の基礎となる大切な時期であ

り、また、女性にとっても心身が大きく変化する時期です。全ての妊婦・子育て世代が健やかに安

心して出産、子育てができるように、必要な知識や情報の提供、相談の実施など環境づくりを推進

します。 

■ 目指す姿  

妊婦・子育て世代がすこやかに安心して出産、子育てができる環境が整っています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

郡上市で今後も子育てをしていきたいと

思う人の割合（時点） 
％ 

96.0 

（R6） 
98.0 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 健診実施や相談体制の充実    ▷ 妊娠期、産褥
じょく

期の支援   

▷ 母子の心身の健康に対する支援  ▷ 思春期からの女性への健康支援 

▷ 不妊治療への支援 

施策 2 子育て支援の充実 

子育てに対する価値観や意識、こどもや子育て家庭をめぐる環境の大きな変化に対応していくた

め、多様な保育サービスの充実や、地域や家庭における子育てを支援することにより、子育て家庭

の孤立化や子育ての不安の軽減を図ります。また、子育て世帯への経済的支援や、市民や関係機関

と行政が一体となった相談体制の連携強化を推進します。 

■ 目指す姿  

安心してこどもを育てられるように、地域全体で子育てを支援する取り組みを行うことに

より、子育て家庭が不安や負担を抱え込むことなく楽しんで子育てをしています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

子育て親子が交流するサロンなどの利用

者数（年間） 
人 

23,661 

(R6) 
24,800 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 幼稚園・保育園・認定こども園の適正な運営と管理 

▷ ファミリーサポートセンター、病児・病後児保育、放課後児童クラブ、子育て短期支援など 

 子育て環境の充実 

▷ 子育て世帯への経済的支援  ▷ こども家庭センターと関係機関との相談体制の連携強化 
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《用語》 

産褥
じょく

期 

妊娠中の体の変化が妊娠前の状態に戻る、出産後から約６週間から８週間の期間のこと。 

ファミリーサポートセンター 

  地域で子育ての支援を受けたい人と行いたい人が会員となり、支えあう会員組織。 

こども家庭センター 

  相談員等を配置して、こどもや子育て世帯、妊産婦を対象に医療・保健・福祉・保育・教育などの多方

面から継続して一体的な支援を行う市の機関。 

ワーク・ライフ・バランス 

  ワーク(仕事)とライフ(仕事以外の生活)の調和が取れ、その両方を充実させる働き方や生き方のこと。 

 

施策 3 子育てと仕事の両立への支援 

結婚・出産後も働くことを希望する女性や育児休暇制度などを利用する家庭が増加する中、子育

てと仕事を両立するための支援や多様な働き方を支援する制度の推進が求められています。働きな

がら安心して子育てができるように、子育てと仕事の調和の実現に向けた保育体制や子育て支援体

制の充実を図るとともに、ワーク・ライフ・バランスについての情報提供や周知を行います。 

■ 目指す姿  

保育体制や子育て支援体制が充実することで、子育てと仕事の両立した生活ができています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

放課後児童クラブの利用者数（年間） 人 
31,100 

(R6) 
32,600 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ ファミリーサポートセンター、病児・病後児保育、放課後児童クラブ、子育て短期支援など 

 子育て環境の充実（再掲） 

▷ 子育て支援に関する情報の提供 

■ 関連する個別計画など 

・郡上市健康福祉推進計画 

・健康づくり計画 

・郡上市食育推進基本計画 

・郡上市こども計画 

・郡上市いのち支え合い（自殺対策）行動計画 

・郡上市男女共同参画プラン 
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方針 2 健康・医療 心身ともに健やかな暮らしの実現を目指します 

 

施策 1 病気の予防・早期発見の推進 

生活習慣病の発症予防・重症化予防や心身の機能低下防止、がんの早期発見・早期治療を図るた

め、定期的な健康診査やがん検診の受診を促進します。また、健康診査の結果を活用した健康相談

の実施など、生活習慣の改善に向けた支援を行います。感染症による感染リスクの減少や重症化予

防のために、予防接種等の感染症への対策を実施します。 

■ 目指す姿  

一人ひとりが健康に関心を持ち、病気の発症予防や早期治療によって健康が保たれています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

特定健診の受診率（時点） ％ 
58.5 

（R6） 
65.0 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 健康診査の受診促進     ▷ 生活習慣病発症予防・重症化予防 

▷ がんの早期発見・早期治療  ▷ 感染症の予防・対策 

▷ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

施策 2 こころと身体の健康づくりの推進 

一人ひとりが健康に対する意識を高め、ライフステージに応じて継続的に生活習慣を改善するな

ど、主体的に健康を増進していく取り組みが必要です。食生活や栄養の改善、適正飲酒、歯と口腔

の健康づくり、禁煙と受動喫煙防止対策、運動（身体活動）、こころの健康づくりの啓発や推進を図

ります。また、身近な地域の仲間や団体がともに行う健康づくり活動を支援します。 

■ 目指す姿  

健康維持のために個人や地域・団体で健康づくりに取り組む人が増えています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

運動や食生活等の生活習慣の改善に取り

組んでいる人の割合（時点） 
％ 

26.5 

(R6) 
30.0 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 生活習慣の改善の推進     ▷ こころの健康づくりと自殺予防対策の推進  

▷ 団体と連携した食育の推進   ▷ 健康づくりを推進する人材の育成 
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《用語》 

 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

  成人期の保健事業と介護予防事業とが連携して取り組む、後期高齢者の保健事業のこと。 

 ライフステージ 

  乳幼児期、青壮年期、高齢期等の人の生涯において区分される各段階のこと。 

 地域医療構想 

  将来の医療ニーズ等を見据え、地域の実情に合った医療体制の構築を目指して都道府県が策定する構想。 

 病病連携 

  病院間でお互いの機能を生かした連携を行うこと。 

 病診連携 

  病院と診療所が円滑な連携を図り、相互の役割の下、医療機能を有効活用した良質な医療を提供すること。 

  

施策 3 地域医療の確保・充実 

安定的に医療を提供するために、医療機関の機能連携や役割分担などによる効率化を図りなが

ら、医師や看護師などの医療従事者の確保に取り組みます。また、公立病院は、他の医療機関との

役割分担や機能連携等も踏まえた経営改善に努めます。 

■ 目指す姿  

医療従事者が安定的に確保され、安心して必要な医療を受けられる医療体制が整っていす。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

市内医療機関への受診率（時点） ％ 
77.2 

（R6） 
80.0 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 新たな地域医療構想に基づく取り組みの推進  ▷ 医療従事者の確保・支援 

▷ 地域医療に関する情報提供・啓発       ▷ 病病連携・病診連携の推進 

▷ 公立病院の経営改善 

■ 関連する個別計画など 

・郡上市健康福祉推進計画 

・健康づくり計画 

・郡上市国民健康保険保健事業実施計画 

・郡上市新型インフルエンザ等対策行動計画 

・郡上市食育推進基本計画 

・郡上市いのち支え合い（自殺対策）行動計画 

・地域医療を守り育てる郡上市ビジョン 

・郡上市民病院 経営強化プラン 

・県北西部地域医療センター国保白鳥病院 経営強化プラン 

・郡上南部地域医療機能統合構想 

・郡上市民病院経営改善計画 
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《用語》 

地域包括ケアシステム 

  高齢者や障がい者など何らかの支援を必要とする人が、身近な地域で生涯を安心して暮らしていけるよ

う、医療・福祉・介護などの社会資源や地域住民による生活支援活動などにより全体で支える仕組み。 

 地域包括支援センター 

  保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員等を配置して、住民の健康の保持と生活の安定のために包括的

な援助を行う市の機関。 

方針 3 高齢者福祉 高齢になっても自分らしく暮らし続けられるまちを目指します 

 

施策 1 地域包括ケアシステムの推進 

高齢者が住み慣れた地域で生涯を安心して暮らしていけるように、医療・介護・生活支援・住ま

いなどの分野が連携して支援する体制が必要です。そのために、地域包括ケアシステム等の中核的

な役割を担う地域包括支援センターの機能強化や関係機関との連携を図ります。また、住み慣れた

地域での暮らしを支えるための多様な担い手による生活支援活動を推進します。 

■ 目指す姿  

生活の支援が必要となった高齢者も、住み慣れた地域で自分らしい生活を送ることができ

ています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

国の評価基準に基づく在宅医療・介護連携

体制の構築状況（時点） 
％ 77.0 82.0 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 在宅医療・介護連携の推進  ▷ 地域包括支援センターの機能強化 

▷ 高齢者の生活支援  

施策 2 高齢者の自立と活躍の推進 

高齢者が健康で自立した生活を送れるように、フレイルが心配される人には、住民主体の介護予

防活動への参加を促進するとともに、継続的な活動支援を行います。また、元気で活動的な高齢者

が、自らの知識や経験を活かしながら、他の高齢者のサポートや地域のための活動を行うなど、住

み慣れた地域社会の中で活躍できるような環境づくりを推進します。 

■ 目指す姿  

介護を必要としない元気な高齢者と、住み慣れた地域社会の中で活躍する高齢者が増えて

います。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

要支援・要介護認定率（時点） ％ 17.8 17.8 → 

＜主な取り組み＞ 

▷ 住民主体の介護予防活動の推進  ▷ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施（再掲） 

▷ 高齢者の活躍の場づくりと参画への支援 
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 フレイル 

  健康な状態と要介護状態の中間の段階のこと。予防のためには、「運動」「栄養」「口腔ケア」「社会参加」

の 4つが重要となります。 

 若年性認知症 

  65 歳未満で発症する認知症のこと。働き盛りの世代に発症するため、経済的な問題につながりやすく、生

活への影響が大きくなるのが特徴です。  

施策 3 認知症対策の総合的な推進 

認知症の人の意思が尊重され、自分らしく暮らし続けることができるように支援を行います。そ

のために、「認知症」への正しい知識と理解を深めるための普及啓発活動を継続して実施します。

また、認知症の人とその家族への相談支援や、地域において認知症の人が社会参加できるための支

援を行います。 

■ 目指す姿  

認知症の人が、周囲の理解を得ながら、地域社会で安心して暮らしています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

国の評価基準に基づく認知症総合支援の

推進状況（時点） 
％ 38.0 46.5 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 認知症への理解を深めるための普及啓発 

▷ 相談機会などの充実と早期対応  ▷ 若年性認知症の人への社会参加支援 

施策 4 暮らしを支える仕組みの充実 

サポートが必要な高齢者に対する買い物や移動の支援を充実するとともに、介護が必要な人に適

切に介護サービスを提供します。また、将来にわたって介護サービスを安定的に提供できるように、

不足している介護人材の確保と離職防止対策の推進を図ります。 

■ 目指す姿  

高齢者が、生活に必要なサービスを利用しながら安心して暮らしています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

買い物に不便を感じる高齢者の割合 

（時点） 
％ 

28.3 

（R4） 
23.3 ↘ 

過去１年間に介護を理由として仕事を辞

めた人の割合（時点） 
％ 

6.1 

（R4） 
3.0 ↘ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 買い物支援・移動支援の充実  ▷ 介護サービスの適正運用  ▷ 介護人材の確保 

■ 関連する個別計画など 

・郡上市健康福祉推進計画  ・郡上市高齢者福祉計画  ・郡上市介護保険事業計画 
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方針 4 
地域福祉 

障がい福祉 
住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを目指します 

 

施策 1 重層的な支援体制の推進 

近年、住民が抱える課題は、介護、子育て、生活困窮、障がいなどの分野を超えて複雑化・複合

化する傾向にあります。これらの課題に対応するため、行政や関係機関、地域団体などが連携して、

重層的な支援体制を整備し、だれもが安心して相談できる窓口の設置や、社会とのつながりを作る

ための支援や人と人とがつながる場所づくりの支援など、本人やその家族への伴走的な支援を行い

ます。 

■ 目指す姿  

複雑な課題を抱えた本人やその家族が、重層的な支援を受けながら安心して生活できてい 

ます。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

支援会議等から必要な支援につながった

件数（年間） 
件 12 15 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 相談支援体制の強化  ▷ 社会とのつながりを作るための支援 

▷ 人と人とがつながる場所づくりの支援 

 

施策 2 障がい者（児）福祉の充実 

障がいのある人が、住み慣れた地域で安心して暮らすためには、必要な支援を受けながら生活で

きる環境が必要です。このため、日常生活に必要な福祉サービスの実施、医療機関や教育機関と連

携した支援の充実に努めます。また、障がい者の経済的自立を目指して、就労に対する支援体制を

充実するなど、福祉の充実を図ります。 

■ 目指す姿  

障がいのある人への支援体制が整い、障がいのある人やその家族が必要な福祉サービスを

利用しながら安心して暮らすことができています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

障がい福祉サービスの満足度（時点） ％ 
46.9 

（R5） 
55.0 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 相談支援体制の強化  ▷ 障がいの早期発見と障がい児への切れ目のない療育支援 

▷ 障がい者の就労・雇用支援体制の充実 
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施策 3 生活困窮者の自立支援 

様々な要因により生活に困窮した人が、安定した生活を送ることができるように支援する体制が

必要です。そのため、市と社会福祉協議会が連携して相談窓口を設置し、食料品や住居を確保する

ための資金援助等の緊急的な支援とともに、自立に向けた長期的な支援を行います。また、生活保

護制度については、対象者の状況に応じた適正な運用を行います。 

■ 目指す姿  

生活に困窮した人に対する相談窓口や支援体制が整っており、一人ひとりの実情に合わせ

た支援により自立した生活を送ることができています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

65 歳未満の生活保護受給者で就労または

増収となった件数（5年累計） 
件 - 25 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 相談体制の充実  ▷ 生活困窮者への自立に向けた支援 

▷ 生活保護受給者への生活支援、適正な医療機関受診の促進、就労支援 

 

■ 関連する個別計画など 

・郡上市健康福祉推進計画 

・郡上市地域福祉計画 

・郡上市障がい福祉計画 

・郡上市障がい児福祉計画 
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第３次郡上市総合計画 前期基本計画 

 

２．教育・文化・人づくり 

伝統と文化を守り、ふるさとを愛する人を育むまち 

 
郡上の豊かな自然や昔から伝わる文化を大切にする学びを進め、地域の文化を次

の世代へ伝え、新しい文化を生み出すことを通して、人と人とのつながりを深める

まちをつくります。また、子どもたちが個性を伸ばし、自ら学び、考え、行動でき

る力を育む教育環境を整えます。 

  

方針 1 ふるさと教育 たくましく共に生きる「郡上人」を育てます 

 施策 1 「シン・郡上学」の推進 

   

方針 2 学校教育 子どもたちの確かな学力と豊かな心を育てます 

 施策 1 学校教育の充実 

 施策 2 安心して学べる教育環境づくり 

 施策 3 学校と家庭・地域の連携 

   

方針 3 
文化 

スポーツ 
だれもが文化・スポーツに触れる機会を広げます 

 施策 1 多様な文化活動の推進 

 施策 2 スポーツ活動の充実 

   

方針 4 生涯学習 学びの場を充実し、人と人とがつながる機会を広げます 

 施策 1 生涯学習の推進 
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＜シン・郡上学の取り組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

方針 1 ふるさと教育 たくましく共に生きる「郡上人」を育てます 

 

施策 1 「シン・郡上学」の推進 

ふるさと郡上を学び、より郡上に親しみ、これからの郡上を考え行動することを目的として「シ

ン・郡上学」を推進します。地域資源の価値を深掘りし、それらを活用した体験活動を地域住民や

関係団体との協働により充実させます。 

青少年の地域貢献活動への参画と、地域と学校が協働する活動を推進し、地域社会の一員として

の自覚と課題解決力を育み、ふるさとへの愛着と誇りの醸成を目指します。 

■ 目指す姿  

ふるさと郡上への誇りと愛着が生まれ、多くの市民が地域や学校の活動に自ら貢献・協力

し活動しています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

地域や社会をよくするために何かしてみ

たいと思う児童生徒の割合（時点） 
％ 

小 88.8 

中 80.5 

小 89.5 

中 81.5 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 地域学校協働活動の推進 

▷ 子どもから大人まで一貫した学習の充実 

 

 
 地域で暮らす 地域について学ぶ・知る・楽しむ 地域のために活動、貢献 共に夢あふれる未来を描く 

内 容 

 

・郡上の歴史や文化を学ぶ 

・郡上の自然環境を楽しむ 

・郡上の産業、観光を学ぶ 

・地域の行事や祭りに参加する 

 

・郡上の歴史的、文化的な事例の研究 

・郡上の産業や経済についての学び 

・環境問題や地域の課題についての学び 

 

・地域の歴史的、文化的資源の活用 

・地域振興に関するプロジェクトの立案・実施 

・地域の国際比較やグローバルな視座の獲得 

 

・地域の歴史や文化の継承 

・地域の課題解決に向けた取り組み 

・地域の未来を考えるワークショップ 

方法 

など 

 

・体験活動 

・フィールドワーク 

・図書館、資料館、博物館などの活用 

・地元の人との対話やインタビュー 

 

・グループプロジェクト 

（地域の課題解決に向けた調査・研究） 

・行政、公民館、各種団体との連携 

・見学や体験学習 

・地域の人材から学ぶ 

 

・地元企業でのインターンシップや地域で 

 のボランティア 

・地元企業や団体とのコラボレーション 

・プレゼンテーションや発表会 

 

・地域ネットワークの構築 

・地域学校協働活動の推進 

・学びの成果を活かすプログラム 

・現地体験や地域人材による実践型学習 
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《用語》 

 郡上人 

  郡上で生まれ育った人や郡上で暮らす人、郡上を愛する人の総称。 

ウェルビーイング 

単に健康であることだけでなく、身体的、精神的、社会的に良好で満たされた状態のこと。 

 

 

未来を創拓する「シン・郡上学」 

「シン・郡上学」は、人生 100 年時代を生きるウェルビーイング、ＳＤＧｓの視点を取り入れ、

これまでの郡上学をさらに深め、市民がより親しむことができる郡上学へと進化させたものです。 

具体的には、地域の資源（伝統文化、自然、産業、歴史）の価値を深掘りするとともに、地元有

識者による実践的な学習プログラムの導入や地域住民や団体との協働による体験活動を充実させ

ていきます。「シン・郡上学」により、地域社会の一員としての自覚と課題解決力の育成、ふるさ

とへの愛着や誇りの醸成、地域の生活環境やウェルビーイングの向上を目指します。 

特に、自然体験を含む様々な体験活動を通して、「郡上学」が充実している小中学校では、学校

と社会を結ぶ地域貢献活動への参画に重点を置き「社会に開かれた教育課程」の実現に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 関連する個別計画など 

・郡上市教育大綱 

・郡上市教育振興基本計画 

 
 地域で暮らす 地域について学ぶ・知る・楽しむ 地域のために活動、貢献 共に夢あふれる未来を描く 

内 容 

 

・郡上の歴史や文化を学ぶ 

・郡上の自然環境を楽しむ 

・郡上の産業、観光を学ぶ 

・地域の行事や祭りに参加する 

 

・郡上の歴史的、文化的な事例の研究 

・郡上の産業や経済についての学び 

・環境問題や地域の課題についての学び 

 

・地域の歴史的、文化的資源の活用 

・地域振興に関するプロジェクトの立案・実施 

・地域の国際比較やグローバルな視座の獲得 

 

・地域の歴史や文化の継承 

・地域の課題解決に向けた取り組み 

・地域の未来を考えるワークショップ 

方法 

など 

 

・体験活動 

・フィールドワーク 

・図書館、資料館、博物館などの活用 

・地元の人との対話やインタビュー 

 

・グループプロジェクト 

（地域の課題解決に向けた調査・研究） 

・行政、公民館、各種団体との連携 

・見学や体験学習 

・地域の人材から学ぶ 

 

・地元企業でのインターンシップや地域で 

 のボランティア 

・地元企業や団体とのコラボレーション 

・プレゼンテーションや発表会 

 

・地域ネットワークの構築 

・地域学校協働活動の推進 

・学びの成果を活かすプログラム 

・現地体験や地域人材による実践型学習 
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方針 2 学校教育 子どもたちの確かな学力と豊かな心を育てます 

 

施策 1 学校教育の充実 

「確かな学力」を身につけるには、自ら学び考える力、自ら課題を発見し解決策を見出していく

力が必要です。そのため、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、指導方法の改善やＩＣＴ

の効果的な活用等の取り組みに関する指導・支援の充実を図ります。また、「個別最適な学び」と

「協働的な学び」との一体的な充実を目指し、教職員の資質・指導力の向上や学習環境の整備を進

めることで、学校教育の充実を図ります。 

■ 目指す姿  

主体的・対話的で深い学びを通して、子どもたちが学びを楽しんでいます。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

授業で課題の解決に向けて、自分で考え、

自分から取り組む児童生徒の割合（時点） 
％ 

小 83.3 

中 83.3 

小 84.5 

中 84.5 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 教職員の指導力を高める研修の実施  ▷ 児童生徒の個性を伸ばす機会の充実 

▷ 幼保・小中高の連携及び中高一貫教育の推進 

▷ シン・郡上学を中心としたふるさと教育の充実 

施策 2 安心して学べる教育環境づくり 

「命」と「人権」を尊重する教育を継続し、多様化・複雑化する子どもや家庭の悩みに寄り添い

ます。また、子どもたちの成長と自立を支えるため、教育資金支援の充実を図り、教育環境の向上

を進めます。そのためにウェルビーイングの視点を取り入れ、特別な支援を必要とする子ども一人

ひとりの状況やニーズに応じた教育を推進します。さらに、安全で快適な学びの環境を確保し、教

育の質を向上させることを目指して、学校施設の整備や再編を進めます。 

■ 目指す姿  

子どもたちが安心して学び、心身ともに健やかに学校生活を過ごしています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

学校に行くのが楽しいと思う児童生徒の

割合（時点） 
％ 

小 87.1 

中 84.6 

小 88.0 

中 85.5 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 「命の教育カリキュラム」の実施  ▷ 教育資金支援の充実   

▷ 教育相談体制の充実  ▷ 学校施設の整備・再編 

▷ 「命の教育カリキュラム」の実施  ▷ 教育資金支援の充実   
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《用語》 

 個別最適な学び 

一人ひとりの学習進度や興味・関心に応じて学習を最適化していく学びのこと。 

協働的な学び 

子どもたちが他者と関わりながら課題を解決していく学びのこと。 

ＩＣＴ 

Information and Communication Technology（情報通信技術）の略で、デジタル化された情報を、 

インターネットなどの通信を利用して伝達する技術のこと。 

 

  

施策 3 学校と家庭・地域の連携 

学校と家庭・地域が一体となって、子どもを心身ともに健やかに育む教育環境をつくることを目

指します。そのために、学校運営に保護者や地域が参画し力を合わせて学校の運営に取り組むこと

で、「地域とともにある学校（コミュニティー・スクール）」づくりを進めます。また、子育て支援

を充実させるとともに子どもを健やかに育む環境を整え、安心して子育てや家庭教育を行うことが

できるよう、地域ぐるみの取り組みを推進します。 

■ 目指す姿  

学校・保護者・地域住民が地域ぐるみで子どもを育成する取り組みが進んでいます。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

学校運営協議会の活動の中で学校と地域

が連携した活動の割合（時点） 
％ 14.8 15.8 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 青少年健全育成の推進 

▷ 家庭教育への支援 

▷ コミュニティ・スクールの推進 

■ 関連する個別計画など 

・郡上市教育大綱 

・郡上市教育振興基本計画 

・郡上市公共施設適正配置計画 

・学校規模適正配置計画 

・郡上市学校施設長寿命化計画 
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方針 3 文化・スポーツ だれもが文化・スポーツに触れる機会を広げます 

 

施策 1 多様な文化活動の推進 

幅広い市民が文化芸術に触れ、親しみ、創作活動に参加できる機会を提供します。また、少子化

や高齢化、生活慣習の変化などにより継承が困難になりつつある無形文化財（祭礼、踊り、歌舞伎、

技術等）について、保存団体等の活動を支援します。各地域の文化財は、適切に保存しながら、地

域資源として積極的に活用し、継承を図ります。 

■ 目指す姿  

伝統芸能や文化財を継承し、文化に親しみ、文化を大切にする市民がいきいきと暮らして

います。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

伝統芸能、文化財、歴史等に関する講座数

（年間） 
回 

15 

（R6） 
20 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 文化・芸術に親しむ環境づくり      ▷ 伝統文化、伝統芸能等の継承活動の支援   

▷ 文化財の保存と活用の推進 

施策 2 スポーツ活動の充実 

だれもが生涯にわたりスポーツに親しむ機会の充実を図り、健康・体力づくりや交流活動を通し

て元気な地域づくりを進めます。また、子どもたちが好きなスポーツを選び、続けられる環境の整

備、スポーツに携わる人材の育成やスポーツによる地域活性化にも努めます。 

■ 目指す姿  

スポーツを通じた地域づくりが進み、多くの市民が健康で豊かな生活を送っています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

スポーツ活動（する、見る、支える）に触

れる機会が多い人の割合（時点） 
％ 18.1 40.0 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ スポーツ活動の推進と親しむための環境整備 

▷ スポーツツーリズムの推進 

■ 関連する個別計画など 

・郡上市教育大綱 

・郡上市教育振興基本計画 

・郡上市文化財保存活用地域計画 

・郡上市歴史的風致維持向上計画 

・郡上市郡上八幡北町伝統的建造物群保存地区保存計画 

・八幡城跡保存活用計画 
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方針 4 生涯学習 学びの場を充実し、人と人とがつながる機会を広げます 

 

施策 1 生涯学習の推進 

だれもが意欲的に学び、自分の可能性を広げ、地域とのつながりを深めることができる社会を目

指して、地域の特色を活かしたさまざまな学びの場を提供します。 

幅広い世代が「集い、学び、つながる」公民館活動を推進し、ウェルビーイングの向上と地域の

活性化を図ります。また、親しみやすく利用しやすい図書館や資料館、博物館などの運営を推進し、

一人ひとりに合った家庭や地域での学習機会を充実します。 

■ 目指す姿  

市民が年齢や場所を問わず、多様な他者と学び合い、生きがいを感じています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

市民による生涯学習講座の受講率（年間） ％ 
9.4 

（R6） 
11.0 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 公民館活動の推進  ▷ 図書館・資料館・博物館などの活用推進 

 

■ 関連する個別計画など 

・郡上市教育大綱 

・郡上市教育振興基本計画 

・郡上市子ども読書活動推進計画 
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第３次郡上市総合計画 前期基本計画 

 

３．産業・雇用 

魅力ある産業を育て、にぎわいが生まれるまち 

 
郡上ならではの資源を最大限に活用した農林水産業や商工・観光業をはじめとす

る産業の振興を図ります。また、新しい技術や産業を積極的に導入・育成し、とり

わけ若い世代の人たちが安心して働ける様々な雇用の場を生み出し、持続可能な地

域経済の土台が整うまちをつくります。 
 

方針 1 
農業 

畜産業 

水産業 

豊かな自然を活かし、農業・畜産業・水産業を 

育てます 

 施策 1 持続可能な農業経営の確立 

 施策 2 農地の保全・有効活用 

   

方針 2 林業 
豊かな森林資源を活かし、林業・木材産業の活性化を

目指します 

 施策 1 林業・木材産業の成長産業化の推進 

 施策 2 森林の新たな価値の創出と担い手の確保 

   

方針 3 商工業 持続可能な地域産業と雇用の場づくりを目指します 

 施策 1 持続可能な地域産業に向けた支援 

 施策 2 選ばれる企業づくりと雇用の場の創出 

   

方針 4 観光 
一体的な体制による観光地域のブランド化を目指し

ます 

 施策 1 資源を活かした観光地域づくりの推進 

 施策 2  観光客の受入環境の整備 
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方針 1 農業・畜産業・水産業 豊かな自然を活かし、農業・畜産業・水産業を育てます 

 

施策 1 持続可能な農業経営の確立 

農業、畜産業、水産業の生産体制の強化と安定した農水産物の供給により、持続可能な農業経営

の実現を目指します。そのため、農地や農業施設の整備と適正な管理やスマート農業技術の導入支

援、農業と畜産業の連携などにより、作業の省力化・効率化を図るとともに、農水産物の消費拡大

と高付加価値化を推進し、意欲のある農業者や団体などを支援します。また、地元農家だけでは農

地の維持保全が困難となっている現状から、農業後継者や新規就農者への支援を充実し、担い手の

確保に取り組みます。 

■ 目指す姿  

農水産物が効率的・安定的に供給できる生産体制が整っています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

スマート農業機械を導入した経営体の割

合（時点） 
％ 

31.4 

（R6） 
40.0 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 農地や農業施設（農業用用水路・農道など）の整備と適正な管理 

▷ スマート農業技術の導入支援  ▷ 耕畜連携の推進  ▷ 漁業資源の確保 

▷ 農水産物の消費拡大と高付加価値化  ▷ 農業後継者、新規就農者への支援 

施策 2 農地の保全・有効活用 

農地の多面的機能の保全と、鳥獣害による耕作意欲の低下を防ぐために、集落単位による取り組

みを促進し、農地の保全を目指します。 

また、農地利用の効率化と生産性向上のために、農地中間管理機構の活用を推進し、農業者の高

齢化により耕作が困難となっている農地を担い手へ集積することで、遊休農地の抑制や農地の有効

活用を図ります。 

■ 目指す姿  

遊休農地の増加が食い止められ、農地の多面的機能が維持されています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

農作物等の鳥獣害被害額（年間） 千円 
33,632 

（R6） 
23,542 ↘ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 農地多面的機能の保全   ▷ 鳥獣害対策の強化  

▷ 農地の集積・集約の推進 
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《用語》 

スマート農業 

ロボットやＩＣＴ（情報通信技術）などの先端技術を活用して、農作業の自動化・省力化や生産

性・品質の向上を目指す、データに基づいた新しい農業のこと。 

農地の多面的機能 

 国土の保全、安定した水の供給、自然環境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承、癒やしや安らぎ

など、農業生産活動によって生まれるさまざまな機能のこと。 

農地中間管理機構 

 地域で農地を使いたい人（担い手）と、農地を貸したい人（出し手）をつなぐ公的機関のこと。

「農地バンク」ともいいます。 

  

■ 関連する個別計画など 

・郡上市山村振興計画 

・郡上地域農村振興基本計画 

・郡上市地域農業再生協議会水田フル活用ビジョン 

・就農者育成プラン 

・郡上市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 

・郡上市鳥獣被害防止計画 
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方針 2 林業 豊かな森林資源を活かし、林業・木材産業の活性化を目指します 

 

施策 1 林業・木材産業の成長産業化の推進 

施業地の集約化や林道・作業道の整備などを進め、適切かつ効率的に森林を整備するとともに、

郡上市産材の生産と利用の拡大を図ることで、林業・木材産業の成長産業化を目指します。また、

主伐後の再造林が着実に行われるよう、関係団体と連携しながら鳥獣害対策などに取り組みます。 

■ 目指す姿  

森林資源の循環利用が進み、森林の公益的機能が維持増進されるとともに、林業・木材産

業が活性化しています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

木材生産量（年間） ㎥ 
123,411 

（R6） 
130,000 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 施業地の集約化   ▷ 林道・作業道の整備と適正な管理 

▷ 木材生産と利用の拡大   ▷ 鳥獣害対策の推進 

 

施策 2 森林の新たな価値の創出と担い手の確保 

カーボン・クレジットの創出や企業との協働による森林づくり活動など、森林の新たな利活用を

進めます。また、林業の担い手を確保するため、労働安全衛生対策の強化など、安全で働きやすい

職場づくりを目指します。さらに、「ぎふ木遊館サテライト施設」を拠点に木育を展開し、森林や林

業に対する市民の理解を深め、将来の担い手確保につなげます。 

■ 目指す姿  

森林が様々な形で利活用され、あらゆる世代が森や木に関心を持ち、林業が魅力的な産業

になっています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

林業就業者数（時点） 人 
150 

（R6） 
150 → 

＜主な取り組み＞ 

▷ 森林の新たな利活用    ▷企業との協働による森林づくりの推進 

▷ 林業の担い手育成・確保  ▷木育の展開 
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《用語》 

森林資源の循環利用 

  「植えて育てる、伐
き

って利用する」というサイクルを繰り返し、森林資源を持続的に利用するととも

に、森林の健全性を維持する仕組み。 

森林の公益的機能 

  水源かん養（雨をゆっくり地中にしみこませ川の水量を安定させること）や土砂災害の防止、地球温

暖化の防止、生物多様性の保全（動植物の住処）など、森林が有する機能。 

カーボン・クレジット 

  二酸化炭素など温室効果ガスの排出削減量・吸収量をクレジットとして認証（経済価値化）し、企業

間などで取引できるようにする仕組み。 

木育 

  子どもの頃から木に親しみ、木を身近に使っていくことを通じて、人と木や森との関わりを主体的に

考えられる心を育てる取り組み。 

ぎふ木遊館サテライト施設 

  岐阜県が推進する「ぎふ木育」を身近に体験できるよう県内各地に整備される施設。 

 

■ 関連する個別計画など 

・郡上市森林整備計画 

・郡上山づくり構想 

・郡上市林道施設長寿命化計画 

・郡上市山村振興計画 

・郡上市鳥獣被害防止計画 
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方針 3 商工業 持続可能な地域産業と雇用の場づくりを目指します 

 

施策 1 持続可能な地域産業に向けた支援 

地域の事業者への経営改善や創業、事業承継等を支援し、地域産業の活性化と持続可能な地域社

会を目指します。また、郡上市産業支援センターを核とする総合的な産業支援体制を構築し、行政

と関係団体との垣根のない効果的・効率的な事業者への支援を行います。 

■ 目指す姿  

地域ににぎわいの場があり、市内商工業が持続されています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

市内の創業者数（5年累計） 件 - 50 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 小規模事業者の支援  ▷ 創業（起業）の支援  ▷ 事業承継の支援   

▷ 空き店舗活用の推進  ▷ 関係団体との連携による産業支援センターの機能強化 

 

施策 2 選ばれる企業づくりと雇用の場の創出 

若者の地域定着を促進するため、時代に合った柔軟な働き方改革の推進と地元企業の魅力発信を

行い、必要な産業人材の確保を図ります。また、高速道路網の結節点となる立地を活かして、市内

へ進出する企業への支援を行うことで、雇用の場を創出していきます。 

■ 目指す姿  

地域の人材不足が改善され、産業活力が確保されています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

市内の新規就職者数（5 年累計） 人 - 600 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 企業への職場環境改善の支援     ▷ 時短労働等の柔軟な働き方の推進 

 ▷ 大学等とのインターンシップの推進  ▷ 雇用対策協議会との連携強化 

▷ 市内進出・工場増設等への支援 
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《用語》 

郡上市産業支援センター 

  行政と民間団体をつなぐ中間支援組織として市が設置し、官民連携の推進と効果的な産業振興支援を

行う団体。 

インターンシップ 

学生が大学在学中に企業や官公庁などで一定期間、実際の仕事や職場を体験できる制度のこと。仕事

への適性を見極めたり、企業・業界理解を深めたり、社会人スキルを習得したりする目的があり、就

職後のミスマッチを防ぐ効果もあります。 

雇用対策協議会 

  市と商工会、ハローワークが連携し、市内企業も会員として構成して、市内の人材不足を解消するた

め、合同企業説明会や大学とのインターンシップ事業などを行う団体。 

  

■ 関連する個別計画など 

・郡上市商工振興ビジョン 
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方針 4 観光 一体的な体制による観光地域のブランド化を目指します 

 

施策 1 資源を活かした観光地域づくりの推進 

（一社）郡上市観光連盟（ＤＭＯ）を中心に観光関係団体との連携を強化し、地域資源を活かし

た通年型観光を推進します。また、伝統文化や四季を通じた様々なメニューを積極的にＰＲすると

ともに、観光客のニーズを把握するなど、誘致体制を強化します。さらに、情報発信を積極的に行

うことで、主に欧米豪やアジアを対象とした個人旅行客の獲得のほか、国内観光客の誘致にも取り

組みます。 

■ 目指す姿  

四季を通じて、豊かな自然、歴史、文化を感じ、様々なメニューを楽しむことができる観

光地域としての魅力が高まり、観光客が何度も訪れ、稼ぐことのできる観光地域となって

います。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

観光入込客数（年間） 人 
5,571,310 

（R6） 
6,500,000 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 観光関係団体との連携強化    ▷ デジタルマーケティングの推進 

▷ 地域資源を活かした通年・滞在・体験型観光の推進 

▷ 「日本一のおどりのまち」づくり  ▷ アウトドア体験のブランディングと商品造成の推進 

▷ スノーリゾート形成の促進 

施策 2 観光客の受入環境の整備 

観光客から目的地として選ばれ、長期滞在型の観光地とするために、様々なニーズを把握し、戦

略的に観光客受入体制を強化します。観光客と市民の双方が満足できる地域となることを目指し、

宿泊施設の開発・高付加価値化、オーバーツーリズム対策など持続可能な観光地づくりを進めます。 

■ 目指す姿  

観光客の受入体制を強化し、目的地として長く滞在される観光地となり、観光客も市民も

満足できる地域となっています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

宿泊者数（年間） 人 
415,230 

（R6） 
450,000 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 他分野と連携した観光客受入体制の整備 

▷ ニーズ調査に基づいた宿泊施設への整備支援  ▷ オーバーツーリズム対策の推進 
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《用語》 

ＤＭＯ 

「観光地域づくり法人（Destination Marketing/Management Organization）」の略で、地域にある観

光資源を活かし、官民が連携して観光地域をマネジメントし、活性化させる専門組織のこと。地域資

源の調査や戦略策定、商品開発、プロモーション、地域関係者の調整など、地域全体の観光「稼ぐ

力」を引き出すための司令塔の役割を担い、持続可能な観光地域づくりを目指します。 

 デジタルマーケティング 

 インターネットやスマートフォンなどのデジタル技術を活用し、顧客データを分析しながら商品やサ

ービスを宣伝・販売する活動のこと。Web サイトや SNS、デジタル広告などを通じた顧客とのコミュニ

ケーションや、顧客一人ひとりのニーズに合わせた情報提供による顧客満足度と売上の向上を目的と

します。 

オーバーツーリズム 

  観光公害とも呼ばれ、特定の観光地に観光客が集中しすぎた結果、地域住民の生活や環境、自然景観

に悪影響を及ぼし、観光客自身の満足度も低下する現象のこと。具体的な問題として、交通機関の混

雑、ゴミ問題、騒音、地域住民への迷惑行為などが挙げられます。 

  

■ 関連する個別計画など 

・観光地域づくり法人形成・確立計画 
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第３次郡上市総合計画 前期基本計画 

 

４．環境・防災・社会基盤 

美しい水と緑を守り、快適で安全に暮らせるまち 

 
清流長良川をはじめとする豊かな自然環境を大切に守り、次世代へ継承します。

また、地震や水害などの大きな災害に強く、道路や水道など快適な日常生活を支え

る暮らしの基盤を整備し、だれもが安心して暮らせるまちをつくります。 

 

  

方針 1 環境 豊かな自然を守り、環境にやさしいまちをつくります 

 施策 1 豊かな自然環境の保全 

 施策 2 脱炭素社会の実現 

 施策 3 廃棄物の削減及びリサイクルの推進 

   

方針 2 
防災 

生活安全 
市民生活の安全・安心を守ります 

 施策 1 防災体制の整備 

 施策 2 市民の安全対策の推進 

 施策 3 災害に強い住環境の整備 

   

方針 3 社会基盤 
効果的な整備と適切な維持管理により社会基盤の

充実を図ります 

 施策 1 社会インフラの適正な維持管理による長寿命化 

 施策 2 公共交通の維持・利便性の向上 
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方針 1 環境 豊かな自然を守り、環境にやさしいまちをつくります 

 

施策 1 豊かな自然環境の保全 

清流長良川をはじめ、郡上の貴重な自然資源である豊かな森林と河川を守り、澄んだ空気と清ら

かな水を維持していくために、開発行為の適正な管理や環境に悪影響を及ぼす不法投棄の防止対策

などに取り組み、美しいまちを残します。 

■ 目指す姿  

自然資源の適正な管理により、豊かな自然が後世に受け継がれています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

河川環境基準（水の汚れを示す指標

「BOD」）の達成率（時点） 
％ 100 100 → 

＜主な取り組み＞ 

▷ 開発行為の適正な規制・誘導及び指導  ▷ 不法投棄の防止対策 

▷ 水環境の適正な管理  ▷ 景観形成の推進 

 

施策 2 脱炭素社会の実現 

令和 12 （2030）年度における二酸化炭素の排出削減目標（基準年度比 46%削減）の達成に向けて、

気候変動の影響を軽減し、適応するための取り組みを進めます。市民や事業者と連携した省エネ活

動や地域資源を活かした再エネ利用、森林の適正な管理による二酸化炭素の森林吸収量の維持・拡

大などを推進し、持続可能な社会「脱炭素社会郡上」の実現を目指します。 

■ 目指す姿  

二酸化炭素の排出削減目標が達成され、地球温暖化に適応した暮らしが実現しています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

市内の二酸化炭素排出量（年間） 千 t-CO2 277 228 ↘ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 省エネの推進  ▷ 再エネ利用の推進 

▷ 森林の適正な管理による二酸化炭素の森林吸収量の維持・拡大 
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《用語》 

二酸化炭素排出量 

 人間の活動によって大気中に放出される二酸化炭素（CO2）の量のこと。「活動量（エネルギー使用量

や生産量など）× 排出係数（単位あたりの排出量）」の計算式を基本として算定されます。 

再エネ 

 再生可能エネルギーの略称。太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどの自然界に常に存在し、利

用する以上の速度で再生されるエネルギー源のこと。 

４Ｒ 

  ごみの減量化・資源循環を促進するためのキーワードで、Refuse（リフューズ：断る）、Reduce（リデ

ュース：減らす）、Reuse（リユース：繰り返し使う）、Recycle（リサイクル：資源として再利用す

る）の 4つの英語の頭文字（R）をとったもの。 

 食品ロス 

  本来食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品のこと。 

  

施策 3 廃棄物の削減及びリサイクルの推進 

大気汚染や二酸化炭素の排出といった環境への負荷を軽減し、限りある資源を有効に活用してい

くために、廃棄物の削減やリサイクルを推進します。４Ｒの普及啓発や生ごみのたい肥化、食品ロ

スの削減対策などを推進することで可燃ごみを減らすとともに、廃棄物を適正かつ合理的に処理す

るための体制を整え、環境にやさしいまちづくりに取り組みます。 

■ 目指す姿  

ごみが減量され、環境にやさしいまちが形成されています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

可燃ごみの処理量（年間） ｔ 
9,122 

（R6） 
8,210 ↘ 

＜主な取り組み＞ 

▷ ４Ｒの普及促進      ▷ 生ごみのたい肥化 

▷ 食品ロス削減対策の推進  ▷ 適正かつ合理的な廃棄物処理の体制づくり 

 

■ 関連する個別計画など 

・郡上市景観計画 

・郡上市地球温暖化対策実行計画 

・郡上市一般廃棄物処理基本計画 

・郡上市食品ロス削減推進計画 
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方針 2 防災・生活安全 市民生活の安全・安心を守ります 

 

施策 1 防災体制の整備 

近年、全国各地で大規模な自然災害が多発する中、災害発生時に対応できるよう、常備、非常備

消防の強化と充実を図ります。また、市民一人ひとりの備えや防災士、自主防災組織等を中心とし

た地域単位での防災意識の向上に努めるとともに、デジタル技術などを活用した効果的な情報伝達

体制の確立により、地域防災力を高めます。 

■ 目指す姿  

市民一人ひとりの防災意識が高まるとともに、身近なコミュニティなどによる共助の強化

が進み、災害に強い地域となっています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

市内の防災士総数（累計） 人 248 320 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 常備消防・非常備消防の強化と充実  ▷ 地域防災力の強化 

▷ 災害時体制・情報伝達手段の確立 

 

施策 2 市民の安全対策の推進 

火災、犯罪、交通事故等の予防に対する市民意識の向上や地域内の連携を高めるとともに、犯罪

や交通事故の起こりにくい生活環境の実現に向けた整備・支援を行い、日常生活に潜むリスクを低

減します。また、交通事故による被害のリスクが特に高い年少者、高齢者等を対象とした交通安全

対策や、特定空家等の解消を図ります。 

■ 目指す姿  

火災、犯罪、交通事故等の予防啓発活動や情報提供、相談体制の充実により、安全に安心

して暮らせる生活環境が整っています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

通学路の交通安全対策実施件数（累計） 件 
144 

（R6） 
200 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 火災・防犯・交通安全対策の推進   ▷ 消費者保護   ▷ 特定空家等の解消 
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《用語》 

常備消防・非常備消防 

常備消防とは市町村に設置される消防本部や消防署のこと。非常備消防とは消防団のこと。 

 特定空家等 

そのまま放置すると倒壊や衛生上の問題、景観を著しく損なうなど、地域住民の生活環境に悪影響を

与えるおそれがある空き家のこと。 

治山 

 山崩れや土砂災害を防ぎ、水の供給を安定させ、生活環境を良くするなど、山の力を高めるために行

う森林の整備や保全のための工事のこと。 

砂防 

  土石流、がけ崩れ、地すべりなどの土砂災害を防ぐ工事のこと。 

 

施策 3 災害に強い住環境の整備 

集中豪雨などによる水害や土砂災害を未然に防ぐため、河川の改修、急傾斜地などの危

険箇所の解消促進、治山・砂防事業を推進します。また、台風や大雪時の倒木による道路

の通行止めや停電抑制のため、沿道の樹木伐採を促進します。地震災害に強い住環境を整

えるため、建築物の耐震化を行います。 

■ 目指す姿  

災害危険箇所の解消を図ることにより、暮らしの安全・安心が守られています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

河川の土砂撤去箇所数（5年累計） 箇所 - 35 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 急傾斜地の崩壊対策  ▷ 河川災害の防止対策   ▷ 沿道林の修景整備 

▷ 集落環境の保全整備  ▷ 建築物の耐震化 

 

■ 関連する個別計画など 

・郡上市地域防災計画 

・郡上市業務継続計画 

・郡上市消防団組織再編計画 

・郡上市空家等対策計画 

・緊急自然災害防止対策事業計画 

・郡上市耐震改修促進計画 

・郡上市八幡都市計画マスタープラン 
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方針 3 社会基盤 効果的な整備と適切な維持管理により社会基盤の充実を図ります 

 

施策 1 社会インフラの適正な維持管理による長寿命化 

広大な面積に非常に多くの道路、上下水道施設を抱えている郡上市を取り巻く環境は、人口減少

等による需要の減少や施設の老朽化により、維持しつづけることが困難になっています。また人々

の定住を促進する快適な暮らしができるまちづくりのためには、安全で良好な住宅が必要です。今

後も市民へ持続可能な社会基盤を提供するため、計画的な保全と適切かつ効率的な維持管理を行い

ます。 

■ 目指す姿  

社会インフラの適切な維持管理により、市民が快適な生活環境の中で暮らすことができて

います。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

橋梁の法定点検結果に基づく修繕箇所数

（5 年累計） 
箇所 - 15 ↗ 

水道管の耐震化率（時点） ％ 29.3 45.5 ↗ 

下水道の統合件数（累計） 地区 9 11 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 道路施設の適正管理  ▷ 上下水道施設の見直しと強靭化 

▷ 市営住宅の適正管理  ▷ 人口減少に対応した道路整備 

施策 2 公共交通の維持・利便性の向上 

これからの地域公共交通は、人口減少や利用ニーズの変化などを念頭に置きつつ、地域住民、交

通事業者、行政がそれぞれの役割に応じて互いに協力し、地域公共交通の確保・維持・改善を図っ

ていくことが重要となります。そのため、常に地域特性や利用実態を把握し適切な運行体系を見極

めながら、住民主体の交通サービスの導入などの地域実情に合わせた交通ネットワークの再構築を

進めます。また、バス路線のオープンデータ化の随時更新、利活用による利便性の向上を図ります。 

■ 目指す姿  

協働による持続可能な公共交通が構築され、市民が安心して生活できています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

公共交通空白地となっている自治会数

（時点） 
自治会 3 0 ↘ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 持続可能で安全・安心な地域公共交通の確保・維持 ▷ 公共交通の利用促進  

▷ 住民主体の公共ライドシェアの導入  ▷ 長良川鉄道の利用促進と適切な支援 
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《用語》 

社会インフラ 

 道路や水道など、人々の生活や経済活動を支える基盤となる施設や設備全般のこと。 

オープンデータ 

行政機関などが持つ統計や地図情報といった公共データを、誰もが自由かつ無償で利用・再加工・再

配布できるルールのもとで、インターネットなどを通じて公開したデータ。 

公共ライドシェア 

 自家用車（白ナンバー）を使い不特定多数の利用者を乗せ、運賃を収受する形でバス等を運行するサ

ービスのこと（自家用有償旅客運送の一種）。郡上市が登録申請を行い運行している「まめバス」や

「やまとふれあいバス」、「美並巡回バス」などがこれにあたります。なお、住民団体等が自ら登録申

請を行い、自家用車等で同様の運行サービスを行うことを「住民主体の公共ライドシェア」と呼びま

す。 

 

  

■ 関連する個別計画など 

・郡上市水道事業ビジョン 

・郡上市公共下水道事業計画 

・郡上市特定環境保全公共下水道事業計画 

・郡上市道路橋梁維持管理個別施設計画 

・郡上市橋梁長寿命化修繕計画 

・郡上市道路トンネル維持管理個別施設計画 

・郡上市公営住宅等長寿命化計画 

・郡上市地域公共交通計画 
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第３次郡上市総合計画 前期基本計画 

 

５．まちづくり・地域振興 

人と人とがつながり、みんなで未来をつくるまち 

 
だれもがそれぞれの立場や価値観、ライフスタイルなどをお互いに認め合い、支

え合えるまちづくりを進めます。また、地域ごとの良さを活かした「郡上の魅力」

を引き続き広く発信していくことで、移住・定住を促進し次世代の人材を育成する

まちをつくります。 
 

 

 

 

 

方針 1 自治・協働 住民主体のまちづくりを推進します 

 施策 1 住民自治の推進 

 施策 2 幅広い世代が活躍できるまちづくりの推進 

   

方針 2 共生社会 だれもが尊重される地域社会を形成します 

 施策 1 人権意識の啓発 

 施策 2 男女共同参画の推進 

 施策 3 多文化共生の推進 

   

方針 3 交流・連携 交流・連携によるまちづくりを推進します 

 施策 1 関係人口創出・自治体交流の推進 

 施策 2 移住・定住の推進 

 施策 3 教育機関等と連携したまちづくりの推進 
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方針 1 自治・協働 住民主体のまちづくりを推進します 

 

施策 1 住民自治の推進 

地域をより良く、住み続けられるようにするためには、そこに暮らす住民自身が地域の課題に関

心を持ち、自分ごととしてとらえ、積極的に関わりを持つことが重要です。また、地域内の多様な

人材がまちづくりに参画し、地域を運営することが持続可能なまちづくりにつながります。そのた

め、住民自治を推進し、住民による地域づくり、まちづくりを進めるとともに、まちづくりを担う

多様な団体・企業等との協力、連携を通じた市民協働を促進し、地域の課題解決や公共サービスの

向上を目指します。 

■ 目指す姿  

地域内の組織や人材が協力、連携して、住民を主体とした地域運営が行われています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

集落支援員を受け入れて活動している地

域協議会の数（累計） 
組織 0 7 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 自治会活動等の支援  ▷ 地域運営組織の形成支援（地域協議会活動の推進） 

▷ 協働によるまちづくりの推進と検証  ▷ 地域おこし協力隊や集落支援員の活用促進 

 

施策 2 幅広い世代が活躍できるまちづくりの推進 

世代を超えた新しい視点や柔軟な発想は、まちづくりに新たな魅力を与え、地域全体の活性化に

つながります。幅広い世代がともに関わり、学び、支え合っていくために、これまで郡上を担って

きた世代の知恵や経験を活かしながら、これからの郡上を担う若い世代が積極的にまちづくりに参

画できるような環境を整え、魅力的で活力のある市民活動を支援します。 

■ 目指す姿  

幅広い世代が主体的にまちづくり活動などに参加することで、地域の魅力向上や活性化に

様々な効果が生まれています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

地域協議会における 40 歳以下の委員の 

割合（時点） 
％ 7.9 30.0 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ まちづくりへの参画の推進  ▷ まちづくり活動の支援 

▷ 若い世代の活動支援 
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《用語》 

集落支援員 

 過疎化や高齢化が進む中山間地域などで、集落の機能維持と活性化を目指し、地域の「目配り役」と

して巡回や住民との対話を通じて課題把握・解決を支援する人材です。市町村により委嘱され、集落

点検や住民間の話し合いの促進を行い、行政と住民の橋渡し役を担いながら、地域の課題解決に向け

た具体的な取り組みをサポートします。 

  

■ 関連する個別計画など 

・郡上市住民自治基本条例 

・郡上市市民協働指針 

・小さな拠点とネットワークを進めるためのガイドブック 
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方針 2 共生社会 だれもが尊重される地域社会を形成します 

 

施策 1 人権意識の啓発 

多様な生き方や人権への関心が高まる一方で、ＤＶや児童への虐待、いじめ、ＳＮＳによる人権

侵害、性的マイノリティに対する理解不足、障がいに対する差別的な考えなどの人権問題が存在し

ています。このため、市民一人ひとりが尊重され、安全で安心して暮らせる社会の実現に向けて、

人権啓発活動を推進します。家庭や職場、学校及び地域などあらゆる場面において、人権意識の向

上や多様性の理解を深める取り組みを進めるとともに、児童虐待やＤＶの防止に向けた支援体制の

強化にも取り組みます。 

■ 目指す姿  

人権に対する知識と理解を深め、だれもが人権を尊重した行動をとることができる社会と

なっています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

自分や自分の家族の人権が守られている

と感じている市民の割合（時点） 
％ 72.3 80.0 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 人権擁護委員協議会と連携した啓発活動の実施  ▷ 家庭・職場・地域社会への人権啓発 

▷ 学校での人権に関する学習機会の提供 

▷ ＤＶや児童虐待の根絶に向けた意識啓発と支援体制の強化 

施策 2 男女共同参画の推進 

だれもが生きやすく幸せな生活を送るためには、性別にとらわれることなく男女が互いに尊重し

合い、自分の意思で自由に選択ができ、個性と能力を十分に発揮できる社会にしていく必要があり

ます。このため、市民や事業所とともに、男女共同参画に対する理解の促進と環境づくりのための

取り組みを進めます。 

■ 目指す姿  

男女共同参画についての理解が深まり、家庭や職場、地域社会などにおいて、だれもが能

力に応じ自分らしく活躍ができる環境が整っています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エク

セレント企業の認定件数（累計） 
件 8 13 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 男女共同参画についての意識啓発 

▷ 職場・家庭・地域活動等での男女共同参画の推進 
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《用語》 

ＤＶ 

  Domestic Violence（ドメスティック・バイオレンス）の略称。配偶者や恋人など親密な関係にある人

からの暴力全般のこと。殴る・蹴るなどの身体的な暴力だけでなく、精神的暴力、経済的暴力、性的

暴力、社会的暴力などが含まれ、被害者を支配・コントロールすることを目的とした行為。 

ＳＮＳ 

  Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の略称。インターネット上

でユーザーがプロフィールを登録し、友人・知人や趣味・関心を共有する人々と情報交換やコミュニ

ケーションを行う会員制サービスのこと。 

 性的マイノリティ 

自身の性的指向（好きになる相手の性別）や性自認（心の性別）が、大多数の人々とは異なる人々の

こと。 

男女共同参画 

  性別に関わらずだれもが社会の対等な一員として、それぞれの個性と能力を十分に発揮し、喜びも責

任も分かち合う社会を目指す考え方・政策のこと 

 

 

施策 3 多文化共生の推進 

在留外国人が安心して暮らし、地域の一員として市民と共に日常生活や社会生活が円滑に営まれ

るよう、多言語による生活情報の提供や日本語教室の開催などのコミュニケーション支援を図りま

す。また、お互いの文化や考え方を尊重し合う風土の醸成に向け、交流機会の創出や在留外国人の

地域社会への参画を促進します。 

■ 目指す姿  

市民と在留外国人が、お互いの文化の違いを理解し合いながら、地域の一員として共に暮

らす社会となっています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

多文化共生・国際交流事業の参画者数 

（年間） 
人 

365 

（R6） 
440 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 在留外国人への支援  ▷ 国際交流推進団体の支援 

 

■ 関連する個別計画など 

・郡上市人権施策推進指針 

・郡上市こども計画 

・郡上市男女共同参画プラン 
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方針 3 交流・連携 交流・連携によるまちづくりを推進します 

 

施策 1 関係人口創出・自治体交流の推進 

市外在住の方で、本市に興味や関わりを持つ「郡上ファン」や「関係人口」を増やし、人口減少

や地域活性化などの地域課題の解決につなげます。そのために、市外の関係者や団体との交流の機

会づくりなど、積極的なシティプロモーションを展開します。また、他自治体との交流や連携を推

進します。 

■ 目指す姿  

郡上ファンや関係人口が増加し、多様な人との関わりにより地域が活性化しています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

SNS 公式アカウントの登録者数（累計） 人 800 2,800 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 都市圏とのネットワークの活用  ▷ シティプロモーションの推進 

▷ 自治体間の連携 

 

施策 2 移住・定住の推進 

人口減少が進む中、移住・定住を促進し、地域の担い手を獲得することが持続可能な地域づくり

に必要となっています。社会全体として地方移住への関心が高まる中、住まいをはじめとする暮ら

し、仕事、地域との関わりなど、移住者の多様なニーズに応じた相談やサポートの強化、移住する

際に必要な支援など、Ｕ・Ｉターンの受け入れ体制の充実を図ります。また、市内への定住を促進

するために、新築やリフォームなど住まいの整備に関する支援を推進します。 

■ 目指す姿  

郡上の風土の魅力などに共感した移住者が増加し、地域の担い手として活躍しています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

市内への移住実績者数（5年累計） 世帯 - 250 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 移住者の受け入れ体制の強化  ▷ 住まいの整備に関する支援 
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《用語》 

関係人口 

地域に住む「定住人口」でもなく、観光などで一時的に訪れる「交流人口」でもない、仕事や趣味、

イベント参加など、継続的かつ多角的に特定の地域と関わりをもつ人々のこと。 

シティプロモーション 

 自治体が地域の魅力や特色を戦略的に発信し、地域外の人々の誘致や、住民の地域への愛着・誇りの

醸成を通じて、交流人口の増加、移住者の獲得、地域経済の活性化を図る取り組みのこと。 

Ｕ・Ｉターン 

 Ｕターンとは、生まれ育った場所を一度離れて都市部などで生活した人が、再び自分の故郷に戻って

就職や定住すること。Ｉターンとは、生まれ育った土地ではなく、全く別の地域に就職や移住するこ

と。 

  

施策 3 教育機関等と連携したまちづくりの推進 

人口減少に伴い、様々な分野において人材を確保していくことが困難になっています。そのため、

大学や企業との連携を強化し、必要とする人材の交流・循環・結びつきの機会を増やしていくこと

で、市外から郡上への新しい人の流れをつくり、地域の困りごとの解決やまちの活性化を図ります。 

■ 目指す姿  

大学や企業と連携することで、様々な人材が郡上と結びつき地域が活性化しています。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

大学と連携して行った事業の件数（年間） 件 20 30 ↗ 

＜主な取り組み＞ 

▷ 大学との連携強化  ▷ 企業との連携強化 

 

■ 関連する個別計画など 

・郡上市空家等対策計画 
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行政運営の方針 
 

いつまでも住み続けられるまちを目指して 
 

いつまでも住み続けられるまちを目指して、「人口減少・少子高齢化の進行」、「多様化するニー

ズに対する担い手の減少」、「公共施設・インフラの老朽化」、「財政運営の基盤となる収入の減

少」といった課題に対応していくために、行政は次のことに取り組みます。 

 

方針１ 市民協働による自治力の向上 

 

※地域運営については、まちづくり・地域振興分野の方針 1「自治・協働」の指標を用いる。 

 

 

方針２ 社会情勢の変化に対応した行政運営 

 

 

 

施策 双方向コミュニケーションの促進と地域運営の仕組みづくり 

市民と行政が対等なパートナーとして、それぞれの得意な分野を活かしながら協力・連

携して地域課題の改善や解決にあたるためには、市民と行政の双方が現状や課題などの情

報を共有することが不可欠です。そのため、市民の意見を広く聴く機会を充実するととも

に、多様な広報媒体を効果的に活用した市政情報の発信に取り組みます。 

また、市民の自主性や自立性を尊重しながら、公共や公益活動を担う団体や人材の育成

を進めるとともに、地域において安心安全に暮らすことができる環境づくりや地域の課題

解決のための取り組みを支援し、行政との適切な役割分担のもと、「公助」のパートナーと

して活動を行う「自立した地域運営組織」の体制づくりに努めます。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

SNS を経由したホームページ訪問数 

（年間） 
件 

5,330 

(R6) 
10,000 ↗ 

施策 デジタルツールを活用した利便性の向上と業務効率化 

だれもがもっと便利に、安心して行政サービスを利用できるよう、オンラインで申請や

届出のできる行政手続きを拡充するとともに、市民窓口での手続きでは来庁者の負担を軽

減するため、デジタル技術を活用した申請支援などを進めます。また、デジタル機器に不

慣れな方への丁寧な支援に努めます。 

このほか、市役所業務の生産性を高めるため、生成 AI や RPA などのデジタルツールの利

用を促進するとともに、必要に応じて新たなデジタル技術を導入し、効率性や安全性の確

保に努めます。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

各種証明書のコンビニ交付率（時点） ％ 
14.9 

(R6) 
30.0 ↗ 
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方針３ 健全な財政運営と財政基盤の強化 

 

 
《用語》 

地域運営組織 

地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加する協議組織が定め

た地域経営の指針に基づき、地域課題の解決に向けた取り組みを持続的に実践する組織。 

デジタルツール 

手作業によるアナログな業務を、デジタル技術を活用して効率化するソフトウェアやシステムの総称。 

生成ＡＩ 

  テキスト、画像、音声、プログラムコードなどの新しいコンテンツを、学習した膨大なデータに基づいて生成する人工知能の

こと。 

ＲＰＡ 

  ソフトウェアロボットが人の代わりにパソコン上の定型業務を自動化する技術。 

インフラ施設 

  国や地方自治体が整備・管理し、人々の安全で快適な生活を支える、道路、橋、水道など、社会生活や経済活動の基盤となる

施設やサービス。 

将来負担比率 

  将来的に返済しなければいけない借金等が、市の財政規模に対してどの程度になるかを示した割合のこと。将来の負担額以上

に市の財源（貯蓄等）がある場合は、健全と判断でき「該当なし」となる。 

施策 ヒト・モノ・カネの最適化による持続可能な行財政運営 

行政サービスの質を維持するため、適正な職員数の確保と時代に即した職員の育成、多様な

働き方の推進に取り組みます。 

インフラ施設を含む公共施設の老朽化対策を計画的かつ効率的に進めるとともに、新たな課

題やニーズにも対応ができるよう、定期的な点検を含めた適正な管理に取り組みます。また、

公共施設の集約などによって生じた廃止施設は、市民の声を聞きながら民間事業者への売却や

貸付など財産の有効活用による歳入確保に努めるとともに、継続して使用する施設において

も、管理運営に民間事業者の参画を募るなど、新たな手法を検討し実行していきます。 

社会情勢の変化や市民のニーズを敏感に読み取り、データなどの根拠に基づく効果的な政策

に予算を適切に配分するとともに、ふるさと寄附をはじめとする多様な歳入を確保していくこ

とで、歳入と歳出、また資産と負債のバランスが取れた持続可能な財政運営を進めます。 

■ 指 標 単 位 
基準値 

（R7） 

目標値 

（R12） 

望ましい 

方向 

適正な職員数の充足率（時点） ％ 92.8 100 ↗ 

施設の民間譲渡・貸付件数（5年累計） 件 - 5 ↗ 

将来負担比率（時点） ％ 58.2 該当なし ↘ 

■ 関連する個別計画など 

・郡上市ＤＸ推進全体方針 

・郡上市定員適正化計画 

・郡上市職員人材育成基本方針 

・郡上市職員の子育て応援行動計画 

・郡上市職員のメンタルヘルス対策に関する計画 

・女性活躍推進法に基づく郡上市特定事業主行動計画 

・郡上市公共施設等総合管理計画 

・郡上市公共施設適正配置計画 

・郡上市公有財産の有効活用にあたってのガイドライン 

 


